
鳥取県木造住宅耐震化業者登録要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、木造住宅の耐震化（耐震診断、耐震改修を行うための設計若しくは工事監理

又は耐震改修をいう。以下同じ。）に関する業務（以下「耐震化業務」という。）を適切に行うこ

とができる建築士事務所及び建築工事業者を登録すること（以下「業者登録」という。）により、

県民が安心して木造住宅の耐震化に取り組むことができる環境を整備することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 木造住宅 木造の一戸建て住宅、長屋及び共同住宅（店舗等の用途を兼ねるものであっ

て、その部分の床面積が延べ床面積全体の２分の１未満のものを含む。）をいう。 

(２) 建築士 建築士法（昭和25年法律第202号）第２条第１項に規定する建築士をいう。 

(３) 建築管理技士 建設業法（昭和24年法律第100号）第27条第１項に規定する技術検定のうち

検定種目が建築施工管理であるものに合格し、同条第５項の規定により建築施工管理技士を称

する者をいう。 

(４) 建築士事務所 建築士法第23条の３第１項の規定による知事の登録を受けている建築士事

務所をいう。 

(５) 建築工事業者 建設業法第３条第１項に規定する建設業の許可のうち建築工事業に係るも

のを受けている建設業者であって、県内に営業所を有するものをいう。 

２ 前項に定めるもののほか、この要綱において使用する用語の意義は、建築物の耐震改修の促進

に関する法律（平成７年法律第123号）で使用する用語の例による。 

 

（技術考査） 

第３条 住宅政策課においては、建築士又は建築管理技士が耐震化業務を行う上で必要な一定以上

の知識を有するか否か判定するための考査（以下「技術考査」という。）を実施するものとする。 

２ 技術考査は、「木造住宅の耐震診断と補強方法」（国土交通省住宅局建築指導課が「木造住宅の

耐震精密診断と補強方法」の改訂版として監修したものをいう。以下同じ。）に示された一般診断

法に関すること、その他木造住宅の耐震化に関する事項について行うものとする。 

３ 技術考査は、毎年１回以上行うものとする。ただし、生活環境部長がその必要がないと認める

ときは、この限りでない。 

 

（受験資格） 

第４条 技術考査は、次の各号に掲げる要件を備えた者でなければ、受けることができない。 

(１) 建築士又は建築管理技士であって、県内に所在する建築士事務所又は建築工事業者の事務

所若しくは営業所（以下「事務所等」という。）に勤務するもの 

(２) 建築基準法（昭和25年法律第201号）、建築士法、建設業法その他の建築に関する法令の規

定に違反して関係行政庁の処分を受け、その処分の日から５年を経過しない者でないもの 

(３) 過去５年間に「木造住宅の耐震診断と補強方法」に関する講習会（広く一般から受講生が

募集されるものに限る。）を受講している者 

 

（受験申込） 

第５条 技術考査を受験しようとする者は、様式第１号による申込書に前条各号に掲げる要件を備

えていることを証する書類を添えて、住宅政策課（同課において技術考査に係る業務を他に委託

した場合は、当該委託を受けた者）に申し込むものとする。 

 

（名簿への登載） 

第６条 住宅政策課においては、技術考査の結果を踏まえ、その受験者のうち耐震化業務を行う上

で必要な一定以上の知識を有すると判定した者を様式第２号による名簿（以下「技術者名簿」と

いう。）に登載し、これを保存しておくものとする。 

２ 住宅政策課においては、前項の規定により受験者を技術者名簿に登載したときは、当該受験者

に対してその旨を通知するものとする。受験者を登載しなかったときも、同様とする。 



 

（名簿からの削除） 

第７条 住宅政策課においては、前条第１項の規定により技術者名簿に登載した者（以下「技術

者」という。）が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該技術者を技術者名簿から削

除するものとする。 

(１) 建築士又は建築管理技士でなくなったとき。 

(２) 耐震化業務において不誠実な行為をしたとき。 

(３) 不正な手段により技術考査を受験し、又はこれに得点していたとき。 

(４) 自ら書面により技術者名簿からの削除を申し出たとき。 

２ 住宅政策課においては、前項の規定により技術者を技術者名簿から削除したときは、当該技術

者に対してその旨を通知するものとする。 

 

（業者登録） 

第８条 住宅政策課においては、次の各号に掲げる要件を備えた事務所等について、業者登録を行

うものとする。 

(１) 技術者を雇用していること。 

(２) 技術者が、耐震化業務に直接従事し、又は当該業務を総括する立場で指導若しくは監督を

行っていること。 

(３) 現に建築士法第26条第２項に基づく事務所の閉鎖、又は建設業法第28条第３項若しくは第

５項に基づく営業の停止の処分を受けていないこと。 

 

（登録申請） 

第９条 業者登録（その更新の登録を含む。以下同じ。）を受けようとする事務所等の代表者は、様

式第３号による申請書に前条各号に掲げる要件を備えていることを証する書類を添えて、住宅政

策課に提出するものとする。 

 

（登録及び公表） 

第10条 住宅政策課においては、前条の規定による申請に係る事務所等が第８条各号に掲げる要件

を備えていると認めたときは、当該事務所等について業者登録を行い、次の各号に掲げる事項を

県のホームページへの掲載その他適切な方法により公表するものとする。 

 (１) 当該事務所等の名称、所在地、電話番号及び代表者の氏名 

 (２) 当該事務所等の種別及び登録番号 

 (３) 当該事務所等が実施できる耐震化業務の区分 

(４) 当該事務所等に勤務する技術者の氏名 

(５) 当該事務所等が所属している木造住宅の耐震化に関する活動を行っている建築関係団体の

名称 

２ 業者登録の有効期間は、登録日から５年間とする。 

３ 住宅政策課においては、前項の有効期間中は、第１項の規定による公表（以下「業者公表」と

いう。）を継続するものとする。 

 

（台帳の作成） 

第11条 住宅政策課においては、業者登録をした事務所等（以下「登録業者」という。）について様

式第４号による台帳（以下「登録台帳」という。）を備え置くものとする。 

 

（変更の届出） 

第12条 登録業者の代表者は、第10条第１項各号に掲げる事項に変更があったときは、様式第５号

による届出書により、速やかに住宅政策課に届け出るものとする。 

２ 住宅政策課においては、前項の規定による届出を受理したときは、速やかに登録台帳及び業者

公表の内容を修正するものとする。 

 

（登録の抹消） 

第13条 住宅政策課においては、登録業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その



業者登録を抹消し、業者公表を取りやめるものとする。 

(１) 事務所等でなくなったとき。 

(２) 耐震化業務において不誠実な行為をしたとき。 

(３) 第８条各号に掲げる要件を備えなくなったとき。 

(４) 不正な手段により業者登録を受けていたとき。 

(５) 前条第１項の規定による変更の届出を、当該変更が生じてから相当の期間内に行わなかっ

たとき。 

(６) 業者登録の有効期間が満了したとき。 

(７) 自ら書面により業者登録の抹消を申し出たとき。 

２ 住宅政策課においては、前項の規定により業者登録を抹消したときは、当該抹消に係る登録業

者に対してその旨を通知するものとする。 

 

（その他） 

第14条 この要綱に定めるもののほか、業者登録に関し必要な事項は、住宅政策課長が別に定め

る。 

 

附 則 

この要綱は、平成20年６月27日から施行する。



様式第１号（第５条関係） 

鳥取県木造住宅耐震化技術考査受験申込書 

平成  年  月  日  

鳥取県知事 様  

                           ふりがな 

申請者  氏  名            印 

電話（携帯）番号 

 

鳥取県木造住宅耐震化業者登録要綱（以下「要綱」という。）第５条の規定により鳥取県木造住宅

耐震化技術考査の受験を申し込みます。 

 

 

様式第２号（第６条関係） 

鳥取県木造住宅耐震化技術者名簿 

登載番号 
（ふりがな） 

氏  名 

建築士の区分及

び登録番号 

建築管理技士の

区分及び登録番

号 

考査実施年月日 名簿登載年月日 

      

      

 

住所 
郵便番号 

電話番号 

勤務先 

名称 

代表者氏名 

住所 

電話番号 

建築士事務所の区分及び登録番号又は建設業の区分及び許可番号 

所属の区分 （ 建築士事務所 ・ 建築工事業者 ・ 左記の区分の兼業 ） 

免許の区分 （ 一級 ・ 二級 ・ 木造 ）建築士 
建築士 

登   録 大臣 ・ 都道府県（    ）登録番号（       ） 

技術検定の区分 （ 一級 ・ 二級 ）建築施工管理技士 建築管理技

士※ 番   号 （             ） 

講習会 
受講会場 

受講年月日    年    月    日 

処分の有無 

建築基準法、建築士法、建設業法その他の建築の業務に関係する法律の規定によ

る処分を受け、その受けた日から５年を経過しない者に（ 該当しない。 ・ 

該当する。 ） 

※ 建築管理技士の欄は、所属が建築工事業者又は兼業の場合のみ記載して

ください。 

 

添付書類 

１ 建築士にあっては建築士免許証、建築管理技士にあっては合格証明書の

写し 

２ 写真１枚（裏面に氏名、撮影年月日を記入し、貼り付けること。） 

３ 「木造住宅の耐震診断と補強方法」の講習会を受講したことを証する書

類 

写真 
縦3.0cm×横2.5cm 

6月以内、無帽、正

面、カラー 



様式第３号（第９条関係） 

鳥取県木造住宅耐震化業者登録申請書（新規・更新） 

平成  年  月  日  

鳥取県知事  様 

                      申請者                 印 

（法人にあっては、名称及び代表者名） 

電話番号 

 

鳥取県木造住宅耐震化業者登録要綱第９条の規定により業者登録（ 新規 ・ 更新 ）を申請

します。 

添付書類  建築士事務所登録証明書又は建設業許可証明書の写し 

 

 

様式第４号（第11条関係） 

鳥取県木造住宅耐震化業者登録台帳 

公表

番号 

公表（更

新）年月

日 

事務所等の名称、所

在地、代表者氏名、

電話番号 

業者の

区分 

建築士事

務所の区

分及び登

録番号 

建築工事業

者の業種の

区分及び許

可番号 

業務の

区分 

雇用する

技術者の

氏名 

所属する

団体 

         

         

 

名称 
名称 

代表者氏名 

県内の事務所

の所在地 

郵便番号 

電話番号 

電子メールアドレス     ＠ 

業者の区分 （ 建築士事務所 ・ 建築工事業者 ・ 左記の区分の兼業 ） 

建築士事務所

の登録 

区分（ 一級 ・ 二級 ・ 木造 ）建築士事務所 

登録番号（      ）登録年月日 

建築工事業の

建設業の許可 

区分（ 一般 ・ 特定 ）建設業 

許可（ 大臣 ・ 知事 ）番号（     ）許可年月日 

建築士事務所 （ 耐震診断 ・ 補強設計 ・ 工事監理 ） 
業務の区分 

建築工事業者 （ 耐震改修 ） 

氏名 建築士の区分 建築管理技士の区分 

 （一級・二級・木造） （一級・二級） 

 （一級・二級・木造） （一級・二級） 

雇用する技術

者 

 （一級・二級・木造） （一級・二級） 

処分の有無 
建築士法に基づく事務所の閉鎖又は建設業法による営業停止の期間に（ 該当

しない。 ・  該当する。 ） 

所属団体 
（                             ） 

※木造住宅の耐震化に関して活動している団体に限る。 



様式第５号（第12条関係） 

鳥取県木造住宅耐震化業者登録事項変更届出書 

平成  年  月  日  

 

鳥取県知事  様 

                      届出者                 印 

（法人にあっては、名称及び代表者名） 

電話番号 

下記のとおり、登録事項に変更がありましたので、鳥取県木造住宅耐震化業者登録要綱第12条

の規定により届け出ます。 

変更に係る事項 変更年月日 変  更  前 変  更  後 

    

添付書類  建築士事務所の登録又は建設業の許可に関する変更にあっては、建築士事務所登録証

明書又は建設業許可証明書の写し 

 


